
「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その１

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

岡山市

島根県災害
対策本部か
ら岡山県を
通じて避難
者の受け入
れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課から

全員収容
できるよ
う確保し
ている

２平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策：状
況により備
蓄している
間仕切り等
を利用

一部完備さ
れている

分からな
い

高齢者、障
がい者（精
神・知的障
害）、その
他等

していない 県において
警戒区域等
について指
定中

確保でき
ている／
市の備蓄
＋流通備
蓄

該当がない 実施して
いる

協定して
いる（中
国・四国
地区都市
防災連絡
協議会災
害時相互
応援協
定）

玉野市

島根県より
岡山県を通
じて要請が
あった時点

岡山県危機
管理課より
連絡が入る
こととなって
いる

全員収容
できるよ
う確保し
ている

基準、目的
が異なるた
め回答不可

２平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策：空
部屋や仕切
り等を活用
し、プライバ
シー確保に
努める

このような
方に対応す
るための施
設の選定は
把握してい
ない

避難者の移
転は、島根
県に確認下
さい

①男女の
ニーズの違
いへの配
慮、特に女
性や子育て
に配慮した
運営、②外
国人への配
慮、③家庭
動物のため
のスペース
の確保

している ある（築港
小学校、生
涯学習セン
ター等）

島根県、避
難元市へ確
認下さい

確保でき
ていない

避難計画
に、これら
施設は盛り
込まれてい
ない

実施して
いる

協定して
いない

特になし

倉敷市

島根県災害
対策本部か
ら、岡山県
を通じて避
難者の受入
れ要請が
あった時点
です。

岡山県危機
管理課から
倉敷市防災
危機管理室
に入りま
す。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

一時集結所
と避難経由
所、避難場
所は目的が
異なり、一
時集結所の
選定基準を
避難経由
所、避難場
所に当ては
めることは
できませ
ん。

３．０平方
メートル／
プライバ
シーの確保
対策：現在
具体的対策
ありませ
ん。

該当施設の
選定状況
は、島根県
から聞いて
いない。

島根県等
に、お尋ね
ください。

①避難先に
収容されて
いる避難住
民に係る情
報の早期把
握、②避難
住民が相互
に助け合う
自治的な組
織が主体的
に運営する
体制への早
期移行、③
外国人への
配慮、家庭
動物のため
のスペース
の確保

していない ある 島根県、関
係４市に対
する質問で
あるため、
そちらへお
尋ねくださ
い。

確保でき
ている

島根県の避
難計画に
は、矯正施
設の対応は
盛り込まれ
ていませ
ん。

実施して
いる

協定して
いない

ありません

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について １０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

(3)～(5)：福祉避難所は、計画に盛
り込まれていません。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

計画に盛り込まれていないため回
答不可



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その２

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

総社市

島根県災害
対策本部か
ら岡山県を
通じて避難
者の受け入
れ要請が
あった時
点。

岡山県危機
管理課から
総社市役所
総務課に連
絡が入るこ
ととなって
いる。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

２平方メート
ル

知的・精神・
発達障がい
のある方に
対応するた
めの施設の
選定状況
は、島根県
から聞いて
いません。

※避難者の
移転につい
ては、国、
島根県、避
難元の４
市、社協等
において調
整されるこ
とであり、確
保の状況
は、避難元
県へお尋ね
ください。

家庭動物の
ためのス
ペースの確
保

している ある 島根県、関
係４市に対
する設問で
あるため、
そちらへお
尋ね下さ
い。

確保でき
ている

※島根県の
避難計画に
は矯正施設
の対応は盛
り込まれて
いません。

実施して
いる

協定して
いない

備前市

瀬戸内市

赤磐市

島根県災害
対策本部か
ら、岡山県
を通じて避
難者の受け
入れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課から
赤磐市くら
し安全課に
入ることに
なっている

全員収容
できるよ
う確保し
ている

一時集結所
の基準は当
てはまらな
い。

２平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策は現
在検討中。

知的・精神・
発達障がい
のある方に
対応するた
めの施設の
選定状況
は、島根県
から聞いて
いない。

避難者の移
転について
は、国、島
根県、避難
元の市、社
協等におい
て調整され
ることのた
め

①外国人へ
の配慮、②
家庭動物の
ためのス
ペースの確
保

していない ある 避難計画に
ついては島
根県、安来
市にお尋ね
ください。

確保でき
ていない

避難計画に
はその対応
が示されて
いない。

実施して
いる

協定して
いない

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

(3)～(5)の福祉避難所は計画に盛
り込まれていません

計画外

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その３

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

笠岡市

島根県災害
対策本部か
ら、岡山県
を通じて避
難者の受け
入れ要請が
あった時
点。

岡山県危機
管理課から
市町村防
災・危機管
理担当部署
に入ること
となってい
る。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

一時集結所
と避難経由
所、避難場
所は目的が
異なり、一
時集結所の
選定基準を
避難経由
所、避難場
所に当ては
めることは
できない。

２平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策：避
難所用間仕
切りの設置

知的・精神・
発達障がい
のある方に
対応するた
めの施設の
選定状況
は、島根県
から聞いて
いない。

避難者の移
転について
は、国、島
根県避難元
の４市、社
協等におい
て調整され
ることであ
り、確保の
状況は、避
難元県など
へお尋ねく
ださい。

していない ない 島根県、関
係４市に対
する設問で
あるため、
そちらにお
尋ねくださ
い。

確保でき
ている

島根県の避
難計画には
矯正施設の
対応は盛り
込まれてい
ない。

実施して
いる

協定して
いない

井原市

島根県災害
対策本部か
ら岡山県を
通して避難
者の受け入
れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課→井
原市役所協
働推進課

全員収容
できるよ
う確保し
ている

回答不可 ２平方メート
ル

島根県へ確
認下さい

島根県へ確
認下さい

特に無し している ある（高屋
小学校、稲
倉小学校、
西江原小学
校、井原中
学校、芳井
中学校、芳
井小学校、
芳井体育
館、明治小
学校、共和
小学校）

島根県及び
松江市に確
認下さい

確保でき
ている

該当がない 実施して
いる

協定して
いない

浅口市

津山市

島根県災害
対策本部か
ら、岡山県
を通じ、避
難者の受入
れ要請が
あった時
点。

岡山県危機
管理課か
ら、津山市
総務部危機
管理質へ連
絡される。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

島根県側の
体制に関す
る事項

２．０平方
メートル

知的、精神
等、障がい
のある方へ
の対応する
ための施設
の選定状況
について
は、島根県
から聞いて
いない。

避難者の移
転について
は、国、島
根県避難元
の４市、社
協等で調整
されること
である。

①男女の
ニーズの違
いへの配
慮、特に女
性や子育て
に配慮した
運営、②外
国人への配
慮、③家庭
動物のため
のスペース
の確保

していない ある（ただし
避難所の開
設におい
て、災害の
種別により
開設する施
設を調整す
ることで、避
難所での被
災のリスク
を低減す
る。

島根県およ
び島根県関
係４市にお
問い合わせ
下さい。

確保でき
ていない
（避難対
策人数分
の物資の
確保はで
きていな
い）

島根県の避
難計画に含
まれていな
い。

通常の防
災訓練の
中で、岡
山県とは
情報伝達
訓練等を
実施して
いる。

協定して
いない

「福祉避難所」は計画に盛り込まれ
ていない。

(3)～(5)福祉避難所は計画に含ま
れていない為回答不可

(3)～(5)福祉避難所については「島
根県広域避難計画」に含まれてい
ない

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その４

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

高梁市

島根県避難
対策本部か
ら岡山県を
通じて要請
があった時

危機管理課 全員収容
できるよ
う確保し
ている

３．３平方
メートル

①外国人へ
の配慮、②
家庭動物の
ためのス
ペースの確
保

していない ある 確保でき
ていない

実施して
いる

協定して
いない

真庭市

島根県災害
対策本部か
ら岡山県を
通じて避難
者の受け入
れ要請が
あった時
点。

岡山県危機
管理課から
本市危機管
理課へ

全員収容
できるよ
う確保し
ている

比較できな
い

３平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策：段
ボール間仕
切りを備蓄
している。

すべて完備
されている

対応でき
る（人数
について
は不明）

高齢者、障
がいのある
人等

福祉避難所
が適当かと
考える

当該市等が
検討する内
容であると
考える

①外国人へ
の配慮、②
家庭動物の
ためのス
ペースの確
保

している ある（土砂
災害警戒区
域に５７ケ
所ある）

該当市では
ない

確保でき
ている

実施してい
ない

実施して
いる

美作市

島根県から
岡山県を通
して受入れ
要請があっ
た時点

岡山県危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている

一部満たし
ている

避難者一人
当たりのス
ペース：２平
方メートル
／プライバ
シーの確保
対策：準備
できていな
い

一部完備さ
れている

対応でき
ない

協議できて
いない

協議できて
いない

確保できて
いない

①良好な生
活環境を確
保すること、
②男女の
ニーズの違
いへの配
慮、特に女
性や子育て
に配慮した
運営③外国
人への配慮
④家庭動物
のためのス
ペースの確
保

していない ある（具体
的にはＨ２
５年当時の
調査票作成
時では市の
避難所を災
害種別ごと
に指定して
いなかった
が、Ｈ２６年
１２月見直
し済み

配慮してい
ない

確保でき
ていない

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

問９につい
て早急に対
応できるよ
う働きかけ
てほしい

新見市

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その５

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

吉備中央町

島根県災害
対策本部か
ら岡山県を
通じて避難
者の受け入
れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課から
吉備中央町
総務課（行
政班）へ連
絡がはいる

全員収容
できるよ
う確保し
ている

３．３平方
メートル

発達障が
い、知的障
がい、精神
障がいのあ
る方に対応
するための
施設の選定
について
は、島根県
から聞いて
いない。

これらにつ
いては、
国、島根
県、避難元
４市並びに
社協等で協
議、調整さ
れることな
ので、避難
元等へお尋
ねください。

①避難住民
が相互に助
け合う自治
的な組織が
主体的に運
営する体制
への早期移
行、②男女
のニーズの
違いへの配
慮、特に女
性や子育て
に配慮した
運営、③外
国人への配
慮

していない ある 島根県並び
に関係４市
に対する設
問と思われ
ますので、
そちらへお
尋ねくださ
い。

確保でき
ている

避難計画に
矯正施設の
対応は盛り
こまれてい
ません。

実施して
いる

協定して
いない

早島町

島根県防災
対策本部か
ら岡山県を
通じて避難
者の受け入
れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課から
町防災担当
部署（総務
課）へ連絡
される。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

３平方メート
ル

避難先に収
容されてい
る避難住民
に係る情報
の早期把握

していない ない 実施して
いる

協定して
いない

和気町

島根県から
岡山県を通
じて受け入
れ要請が
あった時点

県危機管理
課

全員収容
できるよ
う確保し
ている

２平方メート
ル

すべて完備
されている

分からな
い

計画にはな
し

計画にはな
し（島根県
から聞いて
いない）

確保の状況
は、避難元
県などへお
聞きくださ
い。

男女のニー
ズの違いへ
の配慮、特
に女性や子
育てに配慮
した運営

していない ある 島根県サイ
ドの判断

確保でき
ている

該当がない 実施して
いる

協定して
いる

里庄町

島根県から
岡山県を通
じ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている

２平方メート
ル

①良好な生
活環境を確
保すること、
②男女の
ニーズの違
いへの配
慮、特に女
性や子育て
に配慮した
運営

していない ない 確保でき
ていない

実施して
いる

協定して
いない

計画に盛り込まれていない

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その６

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

矢掛町

鏡野町

岡山県より
依頼があっ
たとき。

危機管理課
より連絡

全員収容
できるよ
う確保し
ている

満たしている未定 一部完備さ
れている

分からない要介護認定
３以上、身
体障害者手
帳１・２級、
療育手帳A
判定

上斎原総合
福祉セン
ター

概ね確保さ
れている

避難住民が
相互に助け
合う自治的
な組織が主
体的に運営
する体制へ
の早期移行

していない ある 配慮してい
ない

確保でき
ている

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

特になし

美咲町

島根県災害
対策本部か
ら、岡山県
を通じて避
難者の受け
入れ要請が
あった時点

岡山県危機
管理課から
入ることに
なってい
る。

全員収容
できるよ
う確保し
ている

一部満たし
ている

２平方メート
ル

一部完備さ
れている

対応でき
ない

計画に盛り
込まれてい
ないので分
からない。
町の要介護
者の基準は
別に定めて
ある。

これについ
ても計画に
盛り込まれ
ていないた
め、定めて
いない。

二次避難に
ついては島
根県へ問い
合わせてく
ださい。

①避難先に
収容されて
いる避難住
民に係る情
報の早期把
握②避難住
民が相互に
助け合う自
治的な組織
が主体的に
運営する体
制への早期
移行③外国
人への配
慮。④家庭
動物のため
のスペース
の確保

していない ある 島根県に問
い合わせて
ください。

確保でき
ていない

計画に盛り
込まれてい
ないため、
定めていな
い。

実施して
いる。

協定して
いない

特にありま
せん

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その７

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

久米南町

岡山県の指
示後から

県危機管理
課

全員収容
できるよ
う確保し
ている

満たしてい
る

３平方メート
ル／プライ
バシーの確
保対策につ
いては特に
定めていな
い。

一部完備さ
れている

分からな
い

基準等は定
めていな
い。

特に決めて
いない。

確保できて
いない

①避難住民
が相互に助
け合う自治
的な組織が
主体的に運
営する体制
への早期移
行、②外国
人への配
慮、③家庭
動物のため
のスペース
の確保

していない ない 配慮してい
ない

確保でき
ていない

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

賀陽町

勝央町

奈義町

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（岡山県）その８

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（岡山
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

新庄村

粟倉村

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討


